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           訪問介護 介護予防 重要事項説明書 

 

                        （平成２９年４月１日現在） 

１ 北斗市社会福祉協議会指定訪問介護事業所が提供するサービスについての相談窓口 

        

電 話   （直通）７４－２５１５ ７４－２５００  

       時 間   午前８時３０分～午後５時００分まで 

       窓 口   三浦 明子(管理者兼サービス提供責任者） 

             西川 順子(サービス提供責任者） 

              田中 智徳(サービス提供責任者) 

             石澤 幸子(サービス提供責任者） 

          

 

 

２ 北斗市社会福祉協議会指定訪問介護事業所の概要                     

（１）提供できるサービスの種類と地域 

 事業者番号     ０１７１５０１０３４ 

 事業所名   北斗市社会福祉協議会指定訪問介護事業所 
  所在地   北斗市中野通２丁目１８番１号 

 支 所   北斗市本町４丁目３番２０号 

 サービス提供地域    北斗市、函館市、七飯町、木古内町 

 

（２）事業所の職員体制 

   資 格   常 勤   非常勤   業務内容   計 

 管理者（兼務）       １  事業全般 

（兼務） 

     １ 

 サービス提供責任者 
 介護福祉士 

 ヘルパー１級 

 ヘルパー２級 

     ４    計画作成等      ４ 

  

常勤訪問介護員 

 

 介護福祉士 

ヘルパー１級 

ヘルパー２級 

     １ 

 

  １ 

 訪問兼事務      １ 

 

   １ 

 事務職員      １    兼務       １ 

 従 

 事 

 者 

   介護福祉士 

   ヘルパー１級 

   ヘルパー２級 

 初任者研修修了者 

     ４ 

 

 

     

   １７ 

    ４ 

   １２ 

  １ 

      ２１ 

    ４ 

１２ 

１ 

 
 

 



2 
 

（３）サービスの提供時間帯 

   通常時間帯 

 8:00~18:00 

  早  朝 

  6:00~8:00 

  夜  間 

 18:00~22:00 

  深  夜 

 22:00~6:00 

   備   考  

  平  日      ○      ○      ○      ○  

 土・日・祝日      ○      ○      ○  相談によります  

  年末年始   相談によります  相談によります  相談によります  

※ 利用者の事情等で必要と認めた場合、早朝・夜間・深夜はご相談に応じます。 

※ 営業をしない日 

  原則１２月３１日～１月３日まで（４日間） 

  但し、利用者の事情等で必要と認めた場合、ご相談に応じます。 

※ 福祉有償運送サービスについての提供時間は、午前６時から午後６時までです。 

  

３ サービス内容 

（１）身体介護 

       ・食事介助 

       ・入浴介助 

   ・排泄介助 

   ・清  拭 

   ・体位変換 等 

 

（２）生活援助 

   ・買い物 

   ・調 理 

      ・掃 除 

       ・洗 濯 等 

 

（３）通院等のための乗降介助 

   ・通院等のための乗降介助、乗車前後の移動介助、受診等の手続き等 

   ・「身体介護中心型」としての通院・外出介助 

 

（４）介護保険外サービス（自費） 

   ・介護保険サービスを基本として、事前に協議のうえ内容を決定いたします。 
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４ 利用料金 

（１）－① 要介護認定を受けている利用者 

  それぞれのサービスについて、通常の時間帯での料金は次のとおりです。 

   サービスに要する 

   時    間 

20分未満  20分以上 

 30分未満 

 30分以上 

１時間未満 

1時間以上 

1時間半未満 

1 時間半以

上(30 分を

増す毎に) 

 身 

 体 

 介 

 護 

１．利用料金  1,650円   2,450円   3,880円   5,640円  800円 

２．１のうち介護保険 

   から給付される額   1,485円   2,205円   3,492円   5,076円  720円 

３．サービス利用に係 

   る自己負担額    165円      245円   388円     564円   80円 

   

 

  サービスに要する 

   時    間 

 ２０分以上 

  ４５分未満 

  

４５分以上 

身体介護に引き続き

生活援助を行う場合

(25分増す毎に) 

 生 

 活 

 援 

 助 

１．利用料金    1,830円    2,250円     670円 

２．１のうち介護保険 

   から給付される額     1,647円    2,025円      603円 

３．サービス利用に係 

   る自己負担額       183円      225円       67円 

  

（１）－② 要支援認定を受けている利用者 

    支給区分 
 Ⅰ 

 おおむね週１回 

 Ⅱ 

  おおむね週２回 

 Ⅲ 

  おおむね週３回 

①  

   利用料金 

              円 

  １１，６８０ 

              円 

   ２３，３５０ 

              円 

   ３７，０４０ 

②  そのうち介護保険から 

   給付される額    １０，５１２    ２１，０１５    ３３，３３６ 

③  サービス利用にかかる 

  自己負担額 （①－②）      １，１６８      ２，３３５      ３，７０４ 
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（１）－③ 訪問介護 特定事業所加算・サービス提供体制強化加算・介護職員処遇改善

加算（介護予防共通）については次のとおりです。 
 

特定事業所加算 

（要介護認定を受けている 

利用者のみ） 

 

初回加算 

（介護/予防共通） 

 

緊急時訪問介護加算 

（介護のみ） 

介護職員処遇改善加算     

      （介護/予防共通） 

 （Ⅰ）所定単位数の20％加算 

 （Ⅱ）所定単位数の10％加算 

 （Ⅲ）所定単位数の10％加算 

（Ⅳ）所定単位数の5％加算 

  

 

2000円／月 

 

 

1000円／回 
（Ⅰ）所定単位数の8.6％加算 

（Ⅱ）所定単位数の4.8％加算 

（Ⅲ）加算(Ⅱ)により算出し 

た単位×0.9％加算 

（Ⅳ）加算(Ⅱ)により算出し 

た単位×0.8％加算 

 ※ 特定事業所加算（Ⅰ）～（Ⅳ）については、事業所がいずれかの算定要件一つに適

  合した場合のみ所定単位数へ加算されます（別表参照） 

 ※ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅳ）については、事業所がいずれかの算定要件一

つに適合した場合のみ所定単位数へ加算されます（別紙参照） 

 ※ 身体生活（身体介護と生活援助を混合して利用される場合）は、身体介護を利用さ

  れた時間の料金を基本とし、生活援助の料金が２５分を増すごとに６７０円加算され

  ます。 

 ※ 通常の時間帯（午前８時から午後６時）以外の時間帯でサービスを行う場合には次

  の割合で利用料金に割増料金が加算されます。割増料金は、介護保険の支給限度額の

  範囲内であれば、介護保険給付の対象になります。 

 ※ 介護予防訪問介護計画（介護予防サービス計画がある場合は、それを踏まえた介護

  予防訪問介護計画）において、具体的な実施日、１回あたりの時間数や実施内容等を

  定めます。ただし、利用者の状態の変化、介護予防サービス計画に位置付けられた目

  標の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更することがあります。 

 ※ 利用料金は１ヶ月ごとの定額制です。介護予防サービス計画において位置付けられ

  た支給区分によって決まります。利用者の体調不良や状態の改善等によりサービスの

  利用が少なかった場合、または多かった場合でも、日割りでの割引・増額はしません

  （ただし、次の場合については、日割り計算を行いそれぞれの単価に基づいて利用料

  を計算します）。 

 （日割り計算を行う場合） 

  ・月の途中に要介護から要支援に変更となった場合 

  ・月の途中に要支援から要介護に変更となった場合 

  ・同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合 
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（３）－③ 通院等のための乗降介助については次のとおりです。 

    提供時間 
 (午前8時～午後6時） (午前6時～午前8時） 

(午後6時～午後10時） 

(午後10時～午前6時）  

 ① 

   利用料金 

 ② そのうち介護保険から 

   給付される額 

 970円  1210円 1460円 

 873円  1089円 1314円 

④  サービス利用にかかる 

  自己負担額 （①－②）  97円  121円 146円 

 ※ 通常の時間帯（午前８時から午後６時）以外の時間帯でサービスを行う場合には上

  記の割合で利用料金に早朝・夜間・深夜の割増料金が加算されます。割増料金は、介

  護保険の支給限度額の範囲内であれば、介護保険給付の対象になります。 

 

 ※ 通院等のための乗降介助を利用する利用者は、居宅サービス計画に位置づけられ、

  相当の所要時間を要し、かつ手間のかかる身体介護を行う場合は、その所要時間に応

  じた「身体介護中心型」の所定単位数を算定することができます。 

 

 ※ サービス利用料金について、介護給付体系の変更があった場合、事業者は当該サー

  ビス利用料金「契約書別紙」を改訂し、利用者又は家族に説明し同意を得るものとし

  ます。 

 

（２）２名の訪問介護員でサービスを行う必要がある場合は、ご契約者と同意を得たうえ

  で、通常料金の２倍の料金をいただきます。 

  ２名の訪問介護員でサービスを行う場合 

（例） 

  ・体重の重い方に対する入浴介助等の介護サービスを行う場合 

  ・暴力行為などが見られる方へのサービスを行う場合 

 

（３）利用者様の都合（緊急以外を除く）により、サービスが提供できなくなった場合は

  訪問介護員にかかる補償賃金及び交通費の全部又は一部を負担してもらうことがあり

  ます。 

 

（４）本人又は家族の希望により、事前に同意書を交わした場合に限り、利用者様の安否

確認などのため、緊急を要すると思われる場合等、北斗市社会福祉協議会が家屋へ立

ち入る場合があります。 

 

（５）料金のお支払い方法 

  ・月払いの方法 

       毎月、１５日までに前月分の請求をいたしますので、１０日以内にお支払い下さい。

お支払いいただきますと、領収証を発行致します。 
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・その都度のお支払い方法 

      サービス提供後ヘルパーへ直接お支払い下さい。ヘルパーが領収証を発行致します。 

   

 ※ 介護保険給付の支給限度額を超える訪問介護サービスを利用される場合は、全額が 

  ご契約者の負担となります。 

① サービスに要す

る 

  ２０分未満  ２０分以上 

 ３０分未満 

 ３０分以上 

 １時間未満 

１時間以上 

(30分増す毎に) 

  身 体 介 護    1,650円    2,450円     3,880円      800円 

② サービスに要す

る 

  ２０分以上 

 ４５分未満 

 ４５分以上  

  生 活 援 助    1,830円    2,250円        

 ※ 身体生活（身体介護と生活援助を混合利用される場合）は、身体介護を利用された

  時間の料金を基本とし、生活援助の料金が２５分を増すごとに６７０円加算されます。 

 ※ 通常の時間以外のサービス料金は、４の利用料（早朝・夜間・深夜）へ割増料金が

  かかります。 

 

（６）介護保険外サービス（自費）の利用料金については、介護保険給付対象外サービス

（自費）に基づき、 

お支払いください。お支払いいただきますと、領収証を発行致します。 

      

（７）その他 

  サービスを提供するために必要な水道、ガス、電気等の費用は利用者様のご負担にな

ります。 

 

５ サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

   はじめに、お電話等でお申し込みください。当事業所職員がお伺い致します。 

   サービスの提供の依頼を受けた後、契約を結び、訪問介護計画を作成して、サービ

   スの提供を開始します。 

    ※ 居宅サービス計画（ケアプラン）の作成を依頼している場合は、事前に介護支援 

   専門員とご相談ください。 

 

（２）サービスの終了 

  ① 利用者様のご都合でサービスを終了する場合 

      サービスの終了を希望する日の１週間前までに文書でお申し出ください。なお、 

    文書は当方で用意してありますので、必要なときはお申し付けください。 

③  当事業所の都合でサービスを終了する場合 

        人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合 

    がございます。その場合は、終了１ヶ月前までに文書で通知致します。 
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  ③ 自動終了 

    以下の場合は、双方の文書がなくても、自動的にサービスを終了致します。 

   ・利用者様が介護保険施設等に入所した場合 

   ・利用者様が長期入院により、ご自宅に戻られない場合 

   ・介護保険給付でサービスを受けていた利用者様の要介護認定区分が、非該当（自

    立）と認定された場合 

      ・利用者様が亡くなられた場合及び被保険者資格を喪失した場合 

  ④ その他 

   ・当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、

    利用者様やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当

    事業所が破産した場合、利用者様は文書で解約を通知することによって、すぐに

    サービスを終了することができます 

   ・利用者様が、サービス利用料金の支払いを１ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう

    催告したにもかかわらず６０日以内に支払わない場合、または利用者様やご家族

    の方などが当事業所のサービス従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行

    為を行った場合は、文書で通知することにより、すぐにサービスを終了させてい

    ただく場合があります 

 

６ 当事業所の訪問介護サービスの特徴等 

（１）運営の方針  

    ① 事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に

応じ自立した生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活

全般にわたる援助を行う。 

    ② 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密

な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

（２）ホームヘルパーの定期変更 

当事業所は４月及び１０月にホームヘルパーの変更をお願いしています。変更につ 

いてのご相談や男性ヘルパーをご希望の方はお申し出ください。 

 

７ 非常災害対策 

（１）事業所は、非常災害その他緊急の事態に備え、常に関係機関と連携を密にし、必要

な措置を講じます。 
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８ 緊急時の対応方法 

   サービスの提供中に容態の変化等があった場合は、事前の打ち合わせに従い、主治 

  医、救急隊、親族、居宅介護支援事業所等へ連絡を行い、医師の指示に従います。 

 
 利 用 者 の 

  主 治 医 

 氏   名 

  所属医療機関の名称 

  所 在 地 

  電話番号 

 

 緊 急 時 の 

 

   連 絡 先 

  氏   名 

 住   所 

  電話番号 

日中の連絡先 

 夜間の連絡先 

 

 

９ 身体拘束の禁止 

  事業所は利用者に対し原則、自由を制限するような身体拘束は行いません。 

  ただし、やむを得ない理由により拘束をせざる得ない場合には事前に利用者及び家族へ

十分な説明を行い、同意を得るものとし、心身の状況及び理由について記録いたします。 

 

１０ 苦情申し立て窓口 

（１）苦情の受付 

   当事業所に対する苦情やご相談は、以下の専用窓口で受け付けます。 

・苦情受付窓口       総務課   担当者 

        電話 番号      ０１３８－７４－２５００ 

    FAX  番号       ０１３８－７４－３６５５ 

・受付時間 

    毎週  月～金曜日  午前８時３０分～午後５時まで   

  

（２）行政機関その他苦情受付機関 

 
 北斗市役所 

 所在地  北斗市中央１丁目３番１０号 

  電 話  ０１３８－７３－３１１１ 

 担当課   保健福祉課 

 北海道介護保険担当   所在地  札幌市中央区北３条西６丁目 

 電 話  ０１１－２３１－４１１１ 

 

  北海道国民健康保険団体連合会   所在地  札幌市中央区南２条西１４丁目 

  電 話  ０１１－２３１－５１６１ 

 北海道社会福祉協議会   所在地  札幌市中央区北２条西７丁目 

  電 話  ０１１－２４１－３９７６ 
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                            平成  年  月  日 

 

  訪問介護サービスの提供開始にあたり、契約書及び本書面に基づいて重要な事項の説

 明を行いました。 

     居宅サービス事業者 

   主たる事務所の所在地       北斗市中野通２丁目１８番１号 

      名   称           北斗市社会福祉協議会訪問介護事業所 

   一部実施する事業所所在地    北斗市本町４丁目３番２０号 

   名   称           北斗市社会福祉協議会訪問介護事業所支所 

   開 設 者           社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会 

                   会 長   伏  見    勉 

      説 明 者           所 属   北斗市社会福祉協議会 

                                           氏 名                ,○印  

 

  私は、契約書及び本書面により、事業者から訪問介護サービスについての重要な事項

 の説明を受けました。 

  利 用 者           住 所                   

 

                                         氏 名                                      ○印  

 

     代 理 人            住 所                   

 

                                          氏 名                                       ○印  


